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個人情報の

は、住信SBI

す。）を行うに

て同意いたし

のとおり同意

条  銀行の個

は、銀行が個

の個人情報を

業務内容 

(1) 預金業務

務 

(2) 投信販売

入あっせ

(3) その他銀

れる業務

利用目的  

(1) 各種金融

(2) 犯罪収益

ただく資

(3) 預金取引

(4) 融資の申

(5) 適合性の

のため 

(6) 与信事業

業務の遂

(7) 他の事業

いて、委

(8) 借主との

(9) 市場調査

や開発の

(10) ダイレク

(11) 提携会社

(12) 各種取引

(13) その他、

なお、特定の

目的以外で利

具体的には以

○銀行法施行

関する情報

○銀行法施行

の情報等の

目的に利用

銀行 

の取扱いに

ネット銀行株

にあたり、借主

します。なお、

意します。 

個人情報の利

個人情報の保

を次の業務な

務、為替業務

売業務、保険

せん業等、法

銀行が営むこ

務を含む。） 

融商品の口座

益移転防止法

資格等の確認

引や融資取引

申込や継続的

の原則等に照

業に際して個

遂行に必要な

業者等から個

委託された当該

の契約や法律

査、ならびにデ

のため 

トメールの発

社等の商品や

引の解約や取

借主との取引

の個人情報の

利用いたしま

以下のとおりで

行規則等によ

報は、借主の返

行規則等によ

の特別の非公

用・第三者提供

 

に関する同

株式会社（以下

主の個人情報の

この申込に基

利用目的 

保護に関する法

ならびに利用

務、両替業務

険販売業務、金

律により銀行

ことができる業

座開設等、金

法に基づくご本

認のため 

引等における

的なご利用等

照らした判断等

個人情報を加

な範囲で第三

個人情報の処

該業務を適切

律等に基づく権

データ分析や

発送等、金融商

やサービスの

取引解約後の

引を適切かつ

利用目的が、

せん。 

です。 

より、個人信用

返済能力の調

より、人種、信

公開情報は、適

供いたしませ
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同意書（住

下「銀行」とい

の取扱いに関

基づき契約が

法律（平成 15

目的の達成に

務、融資業務、

金融商品仲介

行が営むことが

業務およびこ

金融商品やサ

本人さまの確

る期日管理等

等に際しての判

等、金融商品

盟する個人信

三者に提供す

処理の全部また

切に遂行する

権利の行使や

やアンケートの

商品やサービ

各種ご提案の

の事後管理の

つ円滑に履行

、法令等に基

用情報機関か

調査以外の目

信条、門地、本

適切な業務運

せん。 

住信 SBI ネ

いいます。）に借

関して以下の

が成立した場合

5 年 5 月 30

に必要な範囲

、外国為替業

介業務、信託

ができる業務お

れらに付随す

ービスの申込

確認等や、金融

等、継続的な取

判断のため 

品やサービスの

信用情報機関

するため 

たは一部につ

るため 

や義務の履行

の実施等によ

ビスに関する各

のため 

のため 

行するため 

基づき限定され

から提供を受け

目的に利用・第

本籍地、保健

運営その他の

2019 年

ネット銀行株

借入申込（以

の各条項を確認

合の取扱いに

0 日法律第 5

囲で利用する

業務およびこ

託業務、社債業

およびこれら

する業務（今後

込の受け付け

融商品やサー

取引における

の提供にかか

関に提供する

ついて委託され

行のため 

よる金融商品や

各種ご提案の

れている場合

けた借主の借

第三者提供い

医療または犯

の必要と認めら

年 9 月 24 日

株式会社

以下「この申込

認し、その内

についても同

57 号）に基づ

ることに同意し

れらに付随す

業務、包括信

らに付随する業

後取扱いが認

けのため 

ービスをご利

管理のため 

かる妥当性の

る場合等、適切

れた場合等に

やサービスの

のため 

合には、当該利

借入金返済能

いたしません

犯罪経歴につ

られる目的以

日現在 

 

社） 

込」とい

内容に

同様に

づき、

しま

する業

信用購

業務 

認めら

用い

の判断

切な

にお

の研究

利用

能力に

。 

ついて

以外の
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第２条

1. 借

機

の

登

い

済

2. 銀

利

盟

3. 前

機

開

(

(

第３条

1. 借

に

自

に

れ

(

氏名、

の有無

情報 

借入金

による

位弁済

含む。

銀行も

機関を

はその

不渡情

SBIネット銀

条  個人信用

借主は、銀行

機関に借主の

の情報のほか

登録されてい

いう。ただし、

済能力の調査

銀行がこの申

利用した日お

盟会員によっ

前 2 項に規定

機関のホーム

開示は、各機

(1) 銀行が加

① 全国

http

Tel

② （株

http

Tel

(2) 銀行が加

① （株

http

Tel

条  個人信用

借主は、下表

に定める期間

自己の与信取

により、返済能

れることに同意

(1) 全国銀行

、生年月日、性

無等を含む。）

金額、借入日

る契約の内容

済、強制回収

。） 

もしくは保証会

を利用した日

の申込の内容

情報 

銀行 

用情報機関の

行が加盟し利用

の個人情報（当

か、当該各機関

る場合には、

銀行法施行規

査の目的に限

込に関して、

およびこの申込

て自己の与信

定する個人信

ムページに掲載

機関で行います

加盟する個人

国銀行個人信

ps://www.ze

l ：03-3214-

株）日本信用情

ps://www.jic

l ：0570-055

加盟する個人

株）シー・アイ・

ps://www.cic

l ：0120-810

用情報機関へ

表の個人情報

間登録され、同

取引上の判断

能力に関する

意します。 

行個人信用情

登録情報 

性別、住所（本

）、電話番号、

、最終返済期

およびその返

収手続、解約、

会社が加盟す

およびこの申

容等 

 

の利用等 

用する個人信

当該各機関の

関によって登

銀行がそれ

規則第 13 条

限る。以下同じ

銀行の加盟

込の内容等が

信取引上の判

用情報機関は

載されており

す。（銀行では

人信用情報機

信用情報セン

enginkyo.or.jp

5020 

情報機構 

cc.co.jp/ 

-955 

人信用情報機

シー 

c.co.jp/ 

-414 

への登録等 

（その履歴を

同機関および

断（返済能力ま

る情報について

情報センター

本人への郵便

、勤務先等の

期日等のこの

返済状況（延滞

、完済等の事

する個人信用

込による契約
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信用情報機関

の加盟会員に

登録される不渡

れを与信取引上

条の 6 の 6 に

じ。）のために

盟する個人信用

が同機関にそ

判断のために

は次のとおり

ます。なお個

はできません

機関 

ンター 

p/pcic/ 

機関と提携する

を含む。）が、銀

び同機関と提携

または転居先

ては返済能力

ー 

便不着

の本人

下記の

申込

滞、代

事実を

この申

日（完

ない期

情報

約また

当該利

第 1 回

期間、

超えな

関ならびに同機

によって登録さ

渡情報、破産

上の判断（返

より、返済能力

に利用すること

用情報機関を

れぞれ定める

に利用されるこ

です。各機関

個人信用情報

。） 

る個人信用情

銀行が加盟す

携する個人信

先の調査をいう

力の調査の目

の情報のいず

申込による契約

完済していない

期間 

利用日から 1

回目不渡は不

、取引停止処

ない期間 

2019 年

機関と提携す

される契約内

産等の官報情報

返済能力または

力に関する情

とに同意します

を利用した場

る期間登録さ

ことに同意しま

関の加盟資格

報機関に登録

情報機関 

する個人信用

信用情報機関

う。ただし、銀

目的に限る。）

登録期間 

ずれかが登録さ

約の契約期間

い場合は完済

年を超えない

不渡発生日から

処分は取引停止

年 9 月 24 日

する個人信用

内容、返済状況

報等を含む。

は転居先の調

情報について

す。 

場合、借主は、

され、同機関の

ます。 

格、会員名等

録されている情

用情報機関に

関の加盟会員

銀行法施行規

）のために利用

されている期間

間中および契約

日）から 5 年を

い期間 

ら 6 ヶ月を超

止処分日から

日現在 

 

情報

況等

）が

調査を

ては返

その

の加

は、各

情報の

下表

にて

規則等

用さ

間 

約終了

を超え

えない

5年を
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官報情

登録情

本人確

 

(

本人を

別、住

運転免

契約内

付日、

済状況

金額、

取引事

証履行

この申

報、な

報） 

日本貸

表す情

 

 

2. 借

加

た

ま

3. 前

格

録

第４条

1. 銀

借

で

し

済

借

す

分

デ

滑

同
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情報 

情報に関する

確認資料の紛

(2) （株）日本

を特定するた

住所、電話番

免許証等の記

内容に関する

、契約金額、

況に関する情

、完済日、延滞

事実に関する

行、強制解約

申込に基づく

ならびに申込

貸金業協会に

情報、その他

借主は､前項の

加盟会員に対

ために必要な

または利用され

前 2 項に規定

格、会員名等

録されている情

条  個人情報

銀行から保証

借主は、この申

である住信 SB

して「保証会社

済能力または

借主の取引お

する信用情報

分および担保

データ分析等

滑に履行され

同意します。 

銀行 

る苦情を受け、

紛失・盗難等の

本信用情報機

登録情報 

ための情報（氏

号、勤務先、

記号番号等） 

る情報（契約の

貸付金額、保

情報（入金日、

滞、延滞解消

る情報（債権回

、破産申立、

く個人情報（本

日および申込

に貸付自粛依

の本人申告情

の個人情報が

対する規則遵

な範囲内にお

れることに同

定する個人信

等は各機関のホ

情報の開示は

報の第三者提

証会社への提

申込およびこ

BI ネット銀カー

社」といいます

転居先の調査

および交渉経過

報機関への提供

保の差入れその

等による金融商

る等の利用目

 

調査中である

の本人申告情

機構 

氏名、生年月

勤務先電話番

の種類、契約

保証額等）およ

入金予定日

等） 

回収、債務整理

債権譲渡等）

本人を特定す

込商品種別等

頼を申入れた

情報等 

が、その正確

遵守状況のモニ

いて、個人信

意します。 

信用情報機関

ホームページ

は、各機関で

提供 

供 

この取引にかか

ード株式会社

す。）に対して

査をいう。）、保

過とその他の

供、法令等や

の他の取引、

商品やサービ

目的の達成に
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破産手

ない期

る旨 当該調

情報 本人か

日、性

番号、

下記

日、貸

よび返

、残高

契約

理、保

 

契約

(ただ

当該

する情

等の情

照会

たことを 登録

確性・最新性維

ニタリング等の

信用情報機関

は第 2 条第

ジに掲載され

で行います。（銀

かる情報を含

社、SMBC コン

、この申込の

保証の審査、

の事実に関わ

や契約上の権

取引上必要

ビスの研究や開

に必要な範囲

手続開始決定

期間 

調査中の期間

から申告のあ

記の情報のいず

約継続中および

約継続中および

だし、債権譲渡

該事実の発生

会日から 6 か月

録日から 5 年間

維持、苦情処

の個人情報の

関およびその加

3 項に記載の

れております。な

銀行ではでき

含む借主に関

ンシューマー

の受付、資格確

、保証の決定

わる記録の保存

権利の行使や

要な各種郵便物

開発、その他

囲で、銀行より

2019 年

定等を受けた日

間 

った日から 5

登録期間 

ずれかが登録

び契約終了後

び契約終了後

渡の事実に係

日から 1 年以

月以内 

間 

理、個人信用

の保護と適正

加盟会員によ

のとおりです。

なお､個人信

きません。） 

する個人情報

ファイナス株

確認、与信取

定、保証取引の

存、保証基準

や義務の履行

物の送付、市

他借主との取引

保証会社に提

年 9 月 24 日

日から 10 年を

年を超えない

録されている期

後 5 年以内 

後 5 年以内 

係る情報につい

以内) 

用情報機関に

正な利用の確保

よって相互に

。各機関の加

信用情報機関

報が、保証委

株式会社（以下

取引上の判断

の継続的な管

準の見直し、加

、債権譲渡等

市場調査なら

引が適切かつ

提供されるこ

日現在 

 

を超え

い期間 

期間 

いては

による

保の

提供

加盟資

に登

委託先

下総称

断（返

管理、

加盟

等の処

びに

つ円

ことに
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2. 保

借

る

ま

(1

(2

(3

(4

(5

(6

3. 債

(1

(2

4. 債

借

号

る

び

と

第５条

1. 借

開

(1

(2

2. 万

や

第６条

1. 銀

用

す

(1

(2

2. 前

SBIネット銀

保証会社から

借主は、この申

る第１条記載の

ます。 

1) 氏名、住

報、借入

る書面に

2) 保証会社

3) 保証番号

4) 保証会社

理に必要

5) 銀行の代

情報 

6) 代位弁済

債権譲渡 

1) 借主は、

転するこ

2) 借主は、

たは証券

に利用さ

債権回収会社

借主は、銀行

号）により法務

る場合には、借

び債権回収会

とに同意します

条  個人情報

借主は､銀行お

開示するよう請

1) 銀行に開

2) 個人信用

連絡する

万一、銀行に

やかに訂正ま

条  個人情報

銀行は、第 1 条

用・提供の停止

する措置をとり

1) 銀行の宣

によるもの

2) 提携会社

送付 

前項の利用・提

銀行 

ら銀行への第

申込およびこ

の利用目的の

住所、連絡先、

入要領に関す

に記載の全て

社での保証審

号や保証料金

社における保

要な情報 

代位弁済請求

済完了後の返

この申込に係

とに同意しま

前号の債権移

券化のために

されることに同

社への債権回

が「債権管理

務大臣の許可

借主の個人情

会社における債

す。 

報の開示・訂

および第 2 条

請求することが

開示を求める場

用情報機関に

るものとします

における登録内

または削除に応

報の利用・提

条に規定して

止の申し出が

ります。 

宣伝物・印刷物

のを含みます

社等の商品や

提供の停止を

 

三者提供 

この取引にかか

のために必要

家族に関す

る情報等、こ

の情報 

審査の結果に

金額等、保証会

証残高情報、

求に対する代位

返済状況等に

係る債権が、債

ます。 

移転のために

設立された特

同意します。 

回収委託 

理回収業に関

を受けた債権

情報を債権回

債権管理・回

訂正・削除 

条第 3 項で記

ができるものと

場合には､第

に開示を求める

。 

内容が不正確

応じるものとし

提供の停止 

ている利用目

があったときは

物の送付等の

す。） 

サービスにか

を求める場合
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かる情報を含

要な範囲で､保

する情報、勤務

この申込書なら

関する情報 

会社における

、他の保証取

位弁済完了に

に関する情報 

債権譲渡・証

に必要な範囲

特定目的会社

関する特別措置

権回収会社に

回収会社との間

回収のために必

記載する個人信

とします。 

第 9 条記載の窓

る場合には､第

確または誤りで

します。 

的のうち、次

は、遅滞なくそ

の営業案内（ダ

かかる宣伝物

合には､第 9 条

含む借主に関

保証会社より銀

務先に関する

らびに付属書

る取引に関す

取引に関する

に関する情報

証券化といった

囲内で、借主の

社等に提供さ

置法」（平成

に、この申込に

間でこの申込

必要な範囲内

信用情報機関

窓口に連絡す

第 2 条第 3 項

であることが判

次の各号につい

それ以降の当

ダイレクトメー

・印刷物の銀

条記載の窓口

2019 年

する下記情報

銀行に提供さ

る情報、資産・

書面等この申込

する情報 

情報等、銀行

報等、代位弁済

た形式で、他

の個人情報が

れ、債権管理

10 年 10 月 1

にかかる債権

込に関する取

内で相互に利

関に対して、借

するものとしま

項記載の個人

判明した場合

いて、借主か

該目的での利

ールおよび電話

銀行発送物へ

に連絡するも

年 9 月 24 日

報が､銀行に

されることに同

・負債に関す

込にあたり提

行における取

済手続きに必

他の事業者等

が、債権譲渡

理・回収等のた

16 日法律第

権の回収を委託

引上の判断お

利用・提供され

借主の個人情

ます。 

人信用情報機

合には、銀行は

から個人情報の

利用・提供を

話、電子メー

への同封等に

ものとします。

日現在 

 

おけ

同意し

る情

提出す

取引管

必要な

に移

渡先ま

ため

126

託す

およ

れるこ

情報を

機関に

は､速

の利

を停止

ール等

よる

 



 

住信S

第７条

借主は

い場合

りする

ただし

理由に

第８条

この申

申込に

第９条

借主は

し出等

す。 

住信

０

携

国

平

 

第１０

借主は

同意し

SBIネット銀

条  不同意の

は、借主がこ

合およびこの

る場合があるこ

し、第6条1項

に銀行がこの

条  この申込

申込による契

にかかる個人

条  問い合わ

は､銀行に対

等個人情報に

信 SBI ネット銀

０１２０－９５３

携帯電話・PH

国際電話： ０

平日 9:00～1

０条  条項の

は､銀行がこの

します。 

銀行 

の場合 

この同意書の必

の同意書の内

ことに同意しま

項に規定する

の申込をお断

込が不成立の

約が不成立の

人情報が利用

わせ窓口 

対する個人情報

に関する問い

銀行 カスタマ

３－８９５ (通話

HS： ０５７０－

０３－５３６３－

18:00、土･日

の変更 

の申込の各条

 

必要な記載事

容の全部また

ます。 

る利用目的で

断りすることはあ

の場合 

の場合であっ

用・提供される

報の開示・訂

い合わせについ

マーセンター

話料無料） 

－０５３－８９５ 

－７３７３ (通話

･祝日 9:00～

条項を法令に
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事項（同意書

たは一部に同

での個人情報の

ありません。 

っても、契約の

ることに同意し

訂正・削除の申

いては、下記

ー  

 (通話料有料

話料有料)  

～17:00 （12 月

に定める手続

書表面で借主が

同意しない場合

の利用・提供

の不成立の理

します。 

申し出、個人情

記カスタマーセ

料) 

月 31 日､1 月

きにより、必要

2019 年

が記載すべき

合、銀行は借

供に同意しない

理由の如何に

情報の利用・

センターに連絡

月 1～3 日､5

要な範囲内で

年 9 月 24 日

き事項）を記載

借入の申込を

い場合でも、

にかかわらず、

提供の停止

絡するものと

月 3～5 日を

で変更できるこ

日現在 

 

載しな

をお断

これを

この

の申

しま

を除く） 

ことを

以上 


